
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
提
出

質

問

第

九

三

号

元
国
家
公
務
員
の
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
役
員
ポ
ス
ト
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

内

康
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元
国
家
公
務
員
の
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
役
員
ポ
ス
ト
に
関
す
る
質
問
主
意
書

十
一
月
十
七
日
付
の
朝
日
新
聞
に
よ
れ
ば
、
「
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
、
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
、
労
働
政
策
研

究
・
研
修
機
構
の
三
法
人
に
お
い
て
、
理
事
長
の
裁
量
な
ど
で
給
与
な
ど
が
決
め
ら
れ
る
特
別
な
嘱
託
職
員
と
し
て
、
参
事
や

参
与
の
肩
書
で
常
勤
ポ
ス
ト
が
配
置
さ
れ
、
天
下
り
Ｏ
Ｂ
計
六
人
が
役
員
に
準
じ
た
給
与
を
支
給
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
。
こ

れ
に
関
連
し
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

本
年
十
一
月
十
七
日
時
点
で
、
全
独
立
行
政
法
人
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
（
嘱
託
職
員
ポ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
役

員
級
ま
た
は
部
長
級
の
待
遇
を
し
て
い
る
も
の
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
れ
ば
（
右
記
で
報
じ
ら
れ
た
ポ
ス
ト
も
含

む
）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
以
下
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

・
ポ
ス
ト
名

・
ポ
ス
ト
に
就
い
て
い
る
者
の
氏
名
、
役
所
に
お
け
る
最
終
官
職
、
年
間
の
給
与
ま
た
は
報
酬
額
（
年
収
）

・
ポ
ス
ト
が
設
け
ら
れ
た
時
期

二

ゆ
う
ち
ょ
財
団
の
過
去
二
十
年
間
に
お
け
る
理
事
長
ポ
ス
ト
に
あ
っ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
任
期
、
元
国
家
公
務

員
で
あ
る
場
合
は
そ
の
最
終
官
職
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



三

こ
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
の
存
在
は
、
「
隠
れ
天
下
り
」
あ
る
い
は
「
天
下
り
隠
し
」
と
い
う
よ
り
ほ
か
な
い
と
考
え
る
が
、

政
府
の
見
解
及
び
今
後
の
対
応
方
針
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


